
 

2019 年９月 12 日 

 

 

熊本駅新幹線乗換口における精算時の運賃誤収受について 

 

 

 熊本駅の新幹線乗換口において、2015年３月 11 日から 2019 年９月 10日までの間、一部のきっぷ

の精算に際して、誤った案内を行い、運賃を過剰に収受していた場合があることが判明しましたので

お知らせいたします。 

ご利用のお客さまには大変ご迷惑をお掛けいたしました。お詫び申し上げます。 

概況は以下のとおりです。 

 

１ 場所 

熊本駅 新幹線乗換口（新幹線と在来線の乗換え口） 

住所：熊本県熊本市西区春日 3丁目 15番地 

 

２ 運賃を過剰に収受していた可能性がある期間 

2015年３月 11日（水）から 2019年９月 10 日（火）19時 00分頃までの間 

 

３ 判明の経緯 

   2019年９月９日（月）に、過日に熊本駅にて精算をされたお客さまから、熊本駅駅員より誤っ

た案内を受けたというご申告をお手紙にて承りました。 

ご申告の内容を確認したところ、上記期間において、精算時に誤った案内を行い、運賃を過剰

に収受していた場合があることが判明しました。 

 

４ 熊本駅での精算時に誤った運賃を収受した可能性のあるケース 

  「新幹線利用で乗車券が熊本駅まで」かつ「発駅からの営業キロが 100㎞以内」のきっぷをお持

ちのお客さまが熊本駅で在来線に乗り換えられ熊本駅以遠に行かれる場合。 

   ※割引きっぷや、発駅からの営業キロが 100㎞を超えるきっぷで精算される場合は、熊本駅か

ら目的地までのきっぷを別途購入しなければならないため、該当いたしません。 

 

（例）  

新鳥栖駅から熊本駅までの乗車券（新幹線経由、営業キロ：89.8km）をお持ちのお客さまが、 

熊本駅で在来線に乗り換え、南熊本駅までの精算を行う。 

 

お客さまがお持ちの乗車券-----新鳥栖駅→熊本駅（運賃：1,650円） 

正しい精算-------------------新鳥栖駅→南熊本駅（運賃：1,820円）との差額 170円を収受 

誤った精算-------------------熊本駅→南熊本駅（運賃：210円）を別途収受 

（正しい精算額 170円との差の 40円を過収受）  

 

熊本駅で上記のような精算をご案内する際に、新幹線乗換口設置の自動券売機で熊本駅から

のきっぷを新規購入して頂くなど、駅係員が誤って案内していた場合があることが判明いたし

ました。 

なお、当該自動券売機においても正しい精算方法の掲出を行っておりませんでした。 

  

 

 



５ 原  因 

2015年３月 11日（水）に新幹線乗換口の自動券売機を設置した後に、精算に関わるお客さま

への正しいご案内を徹底できていなかったため。 

 

６ 影  響 

   総額および件数については、算出が困難です。 

 

７ お客さまへの対応 

関係する駅に、お客さまへのお詫びとご案内のポスターを掲出し、お客さまからのお申し出が

あれば、ご事情をお伺いしたうえで正しい精算額との差額をお返しいたします。 

 

８ そ の 他 

関係する駅係員に対し正しい取扱いについて改めて周知を行っています。また、新幹線乗換

口設置の自動券売機にはご利用にあたってのご案内を追加して掲出しています。 

 

以上 



 

別表 

 

●精算対象の原券の発駅である可能性がある駅 

 

 

吉野ヶ里公園駅

中原駅

肥前麓駅

新鳥栖駅

久留米駅

筑後船小屋駅

熊本駅

肥前旭駅

鳥栖駅

田代駅

弥生が丘駅

基山駅

けやき台駅

原田駅（※久留米経由のみ）

久留米高校前駅

南久留米駅

久留米大学前駅

筑後草野駅御井駅

善導寺駅

新大牟田駅

新玉名駅

荒木駅

西牟田駅

羽犬塚駅

瀬高駅

南瀬高駅

渡瀬駅

吉野駅

銀水駅

大牟田駅

荒尾駅

南荒尾駅

長洲駅

新八代駅

出水駅

新水俣駅 八代駅

段駅

坂本駅

葉木駅

鎌瀬駅

瀬戸石駅

海路駅

吉尾駅

白石駅

球泉洞駅

一勝地駅

那良口駅

渡駅

西人吉駅

人吉駅

大畑駅

九州新幹線

鹿児島本線

久大本線

長崎本線

肥薩線

 

 

 

 

 

 

 

 



 

●熊本駅の新幹線乗換口で誤って購入した可能性がある目的地 

 

 

 


